
遊漁規則の変更内容 

【漁業権番号】内共第６号 

【関係漁業協同組合】西濃水産漁業協同組合 

 

変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第１条から第３条 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄の魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄の期間内

で行なわなければならない。 

魚種 期   間 

あ ゆ 
６月１日から１２月３１日までの間で組合が定めて

公表する期間 

あまご 

いわな 
２月１日から９月３０日まで 

こ い １月１日から１２月３１日まで 

ふ な 同 上 

うなぎ 同 上 

なまず 同 上 

うぐい 同 上 

おいかわ 同 上 

もくずがに 同 上 

２ 略 

 

第５条から第１２条 略 

第１条から第３条 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄の魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄の期間内で

行なわなければならない。 

魚種 期   間 

あ ゆ 
６月１日から１２月３１日までの間で組合が定めて

公表する期間 

あまご 

いわな 
２月１日から９月３０日まで 

こ い １月１日から１２月３１日まで 

ふ な 同 上 

うなぎ 同 上 

なまず 同 上 

うぐい 同 上 

おいかわ 同 上 

もくずがに 同 上 

２ 略 

 

第５条から第１２条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業権にな

い魚種を削

除するため 

認可の

日から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


